
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために

―――――――― 七宗町臨時給付金等のお知らせ ――――――――

全員で協力してコロナに立ち向かい笑顔にあふれた日常を取り戻そう！

■ 七宗町 子育て世帯支援臨時特別給付金の支給申請について

■ 七宗町 新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券について

■ 七宗町 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

七宗町では、新型コロナウイルス感染症防止対策により、休園・休校等のため子どもたちが自宅待機
を強いられることとなっています。これにより通常にない経費が発生することとなるため、子育て世帯
の経済的負担の軽減を図り、子育て世帯への支援及び子どもの健全な育成に資することを目的として、
七宗町子育て世帯支援臨時特別給付金を支給します。
【申請者要件】令和２年４月１日（水）から令和２年５月３１日（日）までの間に七宗町の住民基本台帳に

登録されている、０歳から中学３年生の子どもを扶養する保護者。
（ただし、この間に子どもが転出または死亡した場合は支給対象外。）

【申 請 期 間】令和２年６月３０日（火）まで
【支 給 金 額】子ども１人につき、月額１万円（対象月：４月・５月）

七宗町では、飲食業の応援と町民の皆さまに元気を取り戻していただくため、七宗町新型コロナウイ
ルス感染症対策おべんとう券『レッキーおうちごはん券』を配布します。
【対  象  者】七宗町内に住民票がある方（基準日：令和２年５月１日）
【内 　 　 容】世帯主に『レッキーおうちごはん券』を配布します
【配 布 枚 数】１人５枚（５食分）※１世帯５名の場合は２５枚
【補  助  額】レッキーおうちごはん券１枚につき５００円
【有 効 期 限】令和２年８月３１日（月）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため岐阜県知事が令和２年４月１７日（金）に行った要請及び協
力依頼に応じ、引き続き令和２年５月７日（木）からの休業又は時間短縮営業等にご協力いただいた事業
所に、七宗町が独自で新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給します。
【申請者要件】①岐阜県感染症拡大防止協力金の支給を受けた事業所

②七宗町内で対象施設を運営し、令和２年５月６日（水）の協力依頼に応じ、対象期間を
休業した事業所

【対 象 期 間】令和２年５月７日（木） から 令和２年５月３１日（日）
【申 請 期 間】令和２年６月１日（月） から 令和２年７月３１日（金）
【支 給 金 額】１事業者当たり１０万円

３つの密を
避けましょう

１．換気の悪い密閉空間
２．多数が集まる密集場所
３．間近で会話や発声を
　　する密接場面

手洗い・
咳エチケット・
換気や、健康管理

も、同様に重要です。

問い合わせ  七宗町役場  教育課  学校教育係　小藤 典子　☎ ４８－１１１４

問い合わせ  七宗町役場  企画課　企画係　小森  雅士　☎ ４８－２２９１

問い合わせ  七宗町役場  企画課　石黒 義仁　☎ ４８－２２９１

Stay Home

♥

見 本
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■ 特別定額給付金について ［国］

■ 令和２年度 子育て世帯への臨時特別給付金について ［国］

国による新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な
仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため特別定額給付金事業が実施されることになりました。

【給付額】給付対象者１人につき１０万円
【給付対象者及び受給権者】

１．給付対象者は、基準日（令和２年４月２７日）において、七宗町の住民基本台帳に記録されている者
２．受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

【申請及び給付】
・感染拡大防止の観点から、申請は、郵送による申請及びオンラインに

よる申請（マイナンバーカード所持者が利用可能）を基本とします。
・給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座に振り込みにより行

います。
・申請書受付後は早急に振込事務を行いますが、受理した申請書内容を

確認し、添付書類等の不備が無ければ順次支払いを行います。
【各地区訪問】

郵送申請の場合には、本人確認（運転免許証、保険証等）の写しが必要となるため、写しの添付が
どうしても困難な方を対象に各地区の公民館前をお借りし、申請受付を行いますので、詳しくは同封
された書類をご確認ください。

市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありません！
×現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること。
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
×メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること。

「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯の生活を支援するために、児童手当（本
則給付）を受給する世帯に対して臨時特別給付金を支給します。
【支給対象者】令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当の受給者

※所得制限限度額以上のため、児童一人につき月額５千円の手当を受給している（特例給付の方）
は対象外となります。

【対 象 児 童】令和２年４月分の児童手当の対象となる児童（３月分の対象となる児童を含む）
※３月３１日までに生まれた児童が対象。新高校１年生を含む。

【支  給  額】対象児童１人につき、１万円
【支 給 時 期】令和２年６月支給
【申  請  等】申請手続きは不要です（※公務員を除く）

対象者にはご案内を郵送します。
公務員の場合は、申請が必要になります。所属庁を通じて案内があります。

【支 給 口 座】児童手当と同じ口座へ振り込みます

問い合わせ  七宗町役場  住民課  福祉係　西田 ちはる　☎ ４８－１１１２

問い合わせ  七宗町役場  住民課  福祉係　林  大介　☎ ４８－１１１２

給付金の
詐欺に注意！！

申請期限は
申請受付開始日から

３ヵ月以内

◉ 消費者ホットライン （局番なしの3桁）	����������������１８８
◉ 新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン ……０１２０-２１３-１８８
◉ 警察相談専用電話 ……………………………………………………………＃９１１０
◉ 特別定額給付金コールセンター  ※５月２日以降 ………… ０１２０-２６００２０
 （フリーダイヤル応答時間帯：平日、休日問わず9：00～18：30）

各
種
相
談
窓
口
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七宗町「財務書類」の公表について
統一的な基準による

■財務書類作成にあたって
本町では、平成２７年度決算まで「総務省方式改訂モデル」を採用し、資産や債務の情報を公表してきました。しかし、

この方式以外にも複数の作成方式があることに加え、同一方式であっても、固定資産台帳の整備状況により資産計上額
に差が生じることから、他団体との比較が困難である等の課題がありました。

このようなことから、総務省より、全ての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書類等を作成し公表す
るよう要請があり、平成２８年度決算から「統一的な基準」による財務書類等の作成と公表を行って参りました。

このたび、平成３０年度決算についても、「統一的な基準」による財務書類４表を作成しましたのでお知らせします。

■対象となる会計等
一般会計等財務書類では「一般会計」が対象となり、全体財務書類では一般会計等に加えて公営事業会計の「国民健

康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別
会計」が対象となります。

七宗町全体会計

●  一　般　会　計

一般会計等財務書類
● 国民健康保険事業特別会計 ● 後期高齢者医療事業特別会計 ● 下水道事業特別会計
● 介護保険事業特別会計 ● 簡易水道事業特別会計

公営事業会計

■ 貸借対照表（ＢＳ） 
これは、地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をどのような財源（負債・純資

産）で賄ってきたかを総括的に示すものです。資産・負債・純資産の３つの要素から構成されています。
表の構成は、左側に資産を示し、右側に負債及び資産と負債の差額である純資産を計上しています。

（単位：百万円）

資産の部 負債の部
（現在までの累積資産） 一般会計等 全　体 （将来の負担額） 一般会計等 全　体

１．有形固定資産（D） 10,123 11,968 １．固定負債 2,003 2,965
事業用資産 4,353 4,353 地方債（C） 1,877 2,839
インフラ資産 5,506 7,351 退職手当等引当金 22 22
物　品 264 264 その他 104 104

２．無形固定資産（D） 4 7 ２．流動負債 343 398
３．投資等 2,178 2,341 翌年度償還予定地方債（C） 280 331

投資及び出資金 25 25 賞与等引当金 35 40
基金等 2,144 2,301 その他 28 27
その他 9 15 負債合計 2,346 3,363

４．流動資産 1,365 1,474 純資産の部 （現在までの負担額）

現金預金 162 270 固定資産等形成分 13,505 15,516
基　金 1,200 1,200 余剰分（不足分） △ 2,181 △ 3,089
その他 3 4 純資産合計（A） 11,324 12,427

資 産 合 計（B） 13,670 15,790 負債及び純資産合計 13,670 15,790

◆お金の使い道
　町が今まで集めたお金が、どのように使われたのかを表し
ています。
　一番大きいのは道路や水道（インフラ）に73億円（46％）、
次に庁舎や学校といった資産に43億円（27％）、35億円

（22％）は基金として積み立てられています。

◆お金の集め方
　町が今までどのようにお金を集めてきたのかを表
しています。
　七宗町全体では34億円（22％）は借金で、124億円

（78％）は皆さんの税金や国や県からの補助金等
です。

●！ 貸借対照表からわかること
◉純資産比率 ◉社会資本形成の将来世代負担比率

（純資産A÷総資産B×100）＝＜一般会計等：82.8％＞ 評価〇
＝＜全　　　体：78.7％＞ 評価〇

（地方債（翌年度償還予定含む）C÷有形・無形固定資産D×100）
＝＜一般会計等：21.3％＞ 評価〇
＝＜全　　　体：26.5％＞ 評価〇

純資産に対する資産の比率を算出することにより、保有してい
る有形固定資産等がどの世代の負担により賄われたのかがわかり
ます。この比率が高ければ過去・現役世代の負担が大きいといえ
ます。平均的な値は一般会計等で 70.9％、全体会計で 65.5％です。

これまで蓄積した固定資産を将来世代でどれだけ負担していく
のかがわかります。この比率が高ければ将来世代への負担が大き
いといえます。平均的な値は、一般会計等で 29.1％、全体会計
で 32.3％です。
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■ 行政コスト計算書（ＰＬ） 
これは、１年間の行政活動のうち資産形成に結びつかない行政サービス

にかかる経費とその行政サービスの直接の対価として得られた財源を対比
させたものです。

（単位：百万円） 一般会計等 全　体
経常費用（F） 5,400 6,595

１．人にかかるコスト
　　 （人件費、退職手当等引当金繰入等など） 558 613

２．物にかかるコスト
　　 （物件費、減価償却費、維持補修費など） 2,570 2,847

３．その他のコスト
　　 （支払利息など） 25 71

４．移転支出的なコスト
　　 （他会計等への支出額、社会保障給付など） 2,247 3,064

経常収益（E） 79 203
使用料・手数料 20 133
その他収益（事業収益など） 59 70

純経常行政コスト（経常行政コスト ー 経常収益） 5,321 6,392
臨時損益 65 65
純行政コスト（純経常行政コスト ー 臨時損益）（G） 5,386 6,457

■ 純資産変動計算書（ＮＷ）
これは、貸借対照表の純資産（資産から負債を除いた額）の部に計上さ

れている各数値が１年間でどのように変動したかを表しているものです。
「期首純資産残高」から「純経常行政コスト」を差引き、「一般財源及び補
助金等受入」を加え、さらに「資産評価替えによる変動額」などを加減算
した金額が「期末純資産残高」となります。「期末純資産残高」は、貸借
対照表の「純資産」の金額と一致します。

（単位：百万円） 一般会計等 全　体
期首純資産残高 10,688 10,277
当期変動高 636 2,150

純行政コスト △ 5,386 △ 6,457
一般財源（地方税、地方交付税など）

及び補助金等受入（H） 6,249 7,283

その他（資産評価替えによる変動額など） △ 227 1,324
期末純資産残高 11,324 12,427

●！ 純資産変動計算書からわかること
◉行政コスト対税収等比率
（純行政コストG÷
　（一般財源＋補助金等受入）H×100）

＝＜一般会計等：86.2％＞ 評価〇
＝＜全　　　体：88.7％＞ 評価〇

純行政コストに対して、どれだけが当年度の負
担で賄われたかがわかります。

当該比率が 100％を上回っていることは、過去
から蓄積した資産が取り崩されたか、あるいは翌
年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと ( もしく
はその両方 ) を表しています。

平均的な値は、一般会計等で 103.5％、全体会
計で 101.3％です。

●！ 行政コスト計算書からわかること
◉受益者負担比率
（経常収益E÷経常費用F×100）

＝＜一般会計等：1.5％＞ 評価×
＝＜全　　　体：3.1％＞ 評価×

コストに対して受益者が負担した割合がわかり
ます。

平均的な値としては、一般会計等で 4.8％、全
体会計で 9.9％です。

少ない負担で通常のサービスを受けたことにな
り、今後、受益者負担を増やすことも検討する必
要があります。

■ 資金収支計算書（ＣＦ）
これは、資金（現金、預金など）の流れを示すものであり、どのような

活動に資金が必要とされ、それがどのように賄われたかがわかるように
なっています。

（単位：百万円） 一般会計等 全　体
期首歳計現金残高 167 308

１．業務活動収支（Ｉ）
 【支出】人件費、物件費、社会保障給付、補助金等など
 【収入】地方税、地方交付税、国県補助金等など

1,451
4,830
6,281

1,538
5,901
7,439

２．投資活動収支
 【支出】公共資産整備支出など
 【収入】資産売却収入、国県補助金等、貸付金回収など

△ 1,149
4,289
3,140

△ 1,238
4,382
3,144

３．財務活動収支
 【支出】地方債償還額、支払利息など
 【収入】地方債発行収入など

△ 324
338

14

△ 355
387

32

当期収支額 △ 22 △ 55
期末歳計現金残高 145 253
期首歳計外現金 59 59
歳計外現金増減額 △ 42 △ 42
期末歳計外現金残高 17 17
期末資金残高 162 270

●！ 資金収支計算書からわかること
◉地方債の償還可能年数
（地方債残高C÷業務活動収支額I
　（地方債発行額及び基金取崩額を除く））

＝＜一般会計等：1.49年＞評価〇
＝＜全　　　体：2.06年＞評価〇

地方債を経常的に確保できる資金で返済した場
合に何年で返済できるかがわかります。平均的な
値は３年～９年です。

問い合わせ  七宗町役場  総務課  財政係　担当：安江 英樹・長谷部 勇典　☎ ４８－１１１１（内線１２０）
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七宗町消防団入退団式が、七宗町役場にて開催されま

した。規模を縮小して行われた式典では、新入団員と新

役員に辞令交付を行い、新入団員が「何人も恐れず良心

に従って、忠実に消防の義務を遂行することを誓いま

す。」と力強く宣言しました。

上麻生小学校と神渕小学校にて入学式が行われ、上麻生小学校１２名、神渕小学校６名の元気な新一

年生が入学しました。新一年生には緊張した中でも、これから小学生として色々頑張ろうというやる気

に満ちた表情が見受けられました。

七宗町では春の風物詩となっている金弊社神渕神社例大祭が開催されました。今年度は奥田が当番区

として２ヶ月以上も前からこの日のために準備してきました。厳粛な雰囲気の中、神官や巫女による神事、

参列者による玉串奉奠が行われ、その後、拝殿にて天狗とおかめの神楽が繰り広げられました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地元関係者のみで縮小しての開催でしたが、とどこおりな

く例大祭が執り行われました。

新一年生

金弊社神渕神社例大祭

消防団入退団式

４
　７

４
　12

３
　31

上麻生小学校 神渕小学校
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令和２年度
七 宗 町

消防団本部役員

上麻生小学校

神渕駐在所上麻生中学校

神渕小学校

神渕中学校

第１分団 第２分団 第３分団 第４分団

分団長 分 団 長 分団長 分団長

戸谷　　正 中島　祥文 長谷部　賢 今井　健二

副分団長 副分団長 副分団長 副分団長

堀部　裕一 山岡　卓矢 山口　真樹 杉山　元宗

指導部長 指導部長 指導部長 指導部長
堀部　陽介 中島　宏治 加納　竜也 上野　将房 長谷川 慶太 長谷川 弘樹 池田　英明 長谷川 明寿

ポンプ班長 ポンプ班長 ポンプ班長 ポンプ班長
加納　　翼 塚本　和守 長谷部 雄一郎 中島　秀明 松山　将之 坪内　俊之 古田　翔平 和田 真一郎
加藤　浩明 酒向　崇量 中島　健吾 向井　肇伸 今瀬　裕史 井戸　勇真 山口　孝幸 渡辺　英明

団　長
田口　秀道

副団長
渡辺　成二

副団長
森　　琢己

入団者
塚本  将大 谷田貝 昭夫 加納  知輝 長尾  祐輝
各務　建 村井  洋尚 後藤  勇人 宮崎　光
菅　房由 奥村  優也 渡邊 友香里 佐伯  知恵

退団者
塚本  吉弘 上沖  洋二 杉山  廣忠 加納  博和
村井  大作 今瀬  雅揮 堀部  大輔 福井  恵子
大岩 身江子 井戸  康太

可茂消防 七宗出張所

上 段下 段

7 p広報 令和 2 年 5月号



工業統計
キャラクター

「コウちゃん」

  診療所  　発熱やケガなど比較的軽い症状に対し、応急的な診療を行います。
月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号

５月２４日 日 野尻整形外科 美 濃 加 茂 市 ２５－３５００
５月３１日 日 かわべ眼科 川 辺 町 ５３－４５６７
６月　７日 日 木沢記念病院 美 濃 加 茂 市 ２５－２１８１
６月１４日 日 田原医院 川 辺 町 ５３－５５８８
６月２１日 日 太田メディカルクリニック 美 濃 加 茂 市 ２６－２２２０

●診療受付時間　午前９時～午後４時３０分
＊都合により、変更する場合や途中休憩があります。各医療機関にご確認ください。
　（加茂医師会のホームページでも確認できます。）
＊場合によっては、かかりつけ医にご相談ください。

加茂休日急患開設の日程

  歯　科  　急な歯痛や口の症状に対し、応急的な診療を行います。
月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号

５月２４日 日 高木歯科医院 美 濃 加 茂 市 ２５－２４６４
５月３１日 日 加藤歯科医院 川 辺 町 ５３－２３６８
６月　７日 日 田口歯科医院 美 濃 加 茂 市 ２７－５１６１
６月１４日 日 からん歯科・歯科矯正＆キッズ 美 濃 加 茂 市 ４８－８８１０
６月２１日 日 長江歯科医院 美 濃 加 茂 市 ２６－１９５２

●診療受付時間　午前９時～午後１時
＊都合により、変更する場合があります。各医療機関に、ご確認ください。

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　平田  裕子　☎４８－２０４６

【職　　種】税務職員採用試験（高校卒業程度）

【受験資格】１）令和２年４月１日において、高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から
　　　　　　　　起算して３年を経過していない者及び令和３年３月までに高等学校又は中等教育
　　　　　　　　学校を卒業する見込みの者
　　　　　　２）人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

【申込期間】インターネット（人事院ホームページ）により申し込んでください。
　　　　　　受付期間：６月２２日（月）午前９時 ～ ７月１日（水）【受信有効】
　　　　　　※インターネット申込みができない環境にある場合は、人事院地方事務局・沖縄事務
　　　　　　　所に問い合わせてください。

【試  験  日 】第１次試験：９月６日（日）
　　　　　　第２次試験：１０月１４日（水）～ １０月２３日（金）のうち、いずれか指定する日

問い合わせ 　名古屋国税局　人事第二課　試験係　☎０５２－９５１－３５１１（内線３４５１）

税務職員採用試験受験者募集案内

工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法
に基づく報告義務がある重要な統計です。

調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。
調査時点は２０２０年６月１日です。調査票へのご回答をお願いいたします。

※同時に実施している経済構造実態調査の対象事業所・企業等におかれましては、両
調査にご回答をお願いします。

問い合わせ 　七宗町役場　企画課　小森 雅士　☎４８－２２９１

総務省・経済産業省・都道府県・市区町村

2020 年「工業統計調査」を実施します
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、住民課で例年
実施している以下の健診を延期いたします。開始の際には改めて
お知らせいたしますので、ご理解いただきますよう、よろしくお
願します。

なお、体調不良がある方は、健康診断を待たずに医療機関にご
相談ください。

特 定 健 康 診 査 対象：４０歳から７４歳の国民健康保険に加入している方

す こ や か 健 診 対象：満７５歳以上

胃 が ん 検 診 対象：４０歳以上

肺 が ん 検 診 対象：４０歳以上

大 腸 が ん 検 診 対象：４０歳以上

前 立 腺 が ん 検 診 対象：５０歳以上の男性

肝 炎 検 査 対象：４０歳以上

歯 周 病 検 診
対象：２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・５５・
　　　６０・６５・７０歳

高齢者歯科口腔健診 対象：満７５歳以上

妊 婦 歯 科 健 診 対象：妊 婦

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　平田  裕子　☎４８－２０４６

不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的と
し、不妊治療費の一部を助成します。

●特定不妊治療費助成事業
指定された医療機関において、特定不妊治療（体外受精か

顕微授精）を受けた夫婦を対象に、1 回の治療につき３０万円

まで、通算１０回まで助成金が支給されます。

●一般不妊治療助成事業
不妊治療のうち、一般不妊治療（人工授精）に係る費用の一

部を助成します。1 年度につき５万円まで（ただし自己負担額
の２分の１以内）で、助成期間は事前検査等を開始した月か
ら継続する２年間です。

詳しくは七宗町ホームページをご覧ください

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　清水  実花　☎４８－２０４６

各種健診延期のお知らせ

不妊治療費助成事業について
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献血協力のお願い ～ 救いたい  あなたの未来  私から ～

【日時及び場所】
　６月１６日（火）
　９時４５分～１２時まで　七宗町役場西側駐車場
　１４時～１６時まで　　　神渕コミュニティーセンター

【持　ち　物】
　献血カードまたは、本人確認のできる物
　（運転免許証、各種保険証など）

【献血の基準】
　・年齢が１６歳以上、６９歳以下
　　（６５～６９歳までの方は、６０～６４歳までの間に献血経験のある方）で健康な方
　・体重が男性４５㎏以上／女性４０㎏以上の方

＊献血に際しての注意事項
①３日間以内に服薬された方や出血を伴う歯科治療（歯石除去含む）をされた方はでき

ません。
　ただし、降圧剤や花粉症などの薬については、献血可能なものが多数ありますので服薬

された方は 「薬品名」を教えてください。（事前に問い合わせいただいても結構です）

②海外旅行から帰国（入国）されて４週間以内の方はできません。

③その他、口内炎や擦り傷、空腹や睡眠不足等、問診時の医師の判断によりできない場合
があります。

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　平田  裕子　☎４８－２０４６

平成３０年７月以降の風しんの発生状況等を踏まえて策定
された国の風しんの追加的対策に基づき、今まで風しんに係
る公的接種を受ける機会がなかった昭和３７年４月２日から
昭和５４年４月１日の間に生まれた男性を対象として、３年
間に限り、風しんの定期接種を実施することとなりました

（風しん第５期定期接種）。
つきましては対象の方へ、町から案内と共に「クーポン券」

を発送しました。お届けするクーポン券を利用して、まず抗
体検査を受け、抗体検査の結果十分な量の抗体がない方は、
風しんの定期予防接種を受けていただきますよう、お願いい
たします。

【風しん第５期定期接種対象者】
　　昭和３７年４月２日 から 昭和５４年４月１日の間に生まれた男性

風しんの追加的対策の詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　清水  実花　☎４８－２０４６

風しんの抗体検査・予防接種を公費で受けられます

風しんの追加的対策 検索
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わくわく体験館のガラス工芸講座

と き

内 容

対 象
参 加 費

随時（日時は、受講生と講師で決めます。）
１回３時間（９時～正午  または  １３時～１６時）
全４回で、ステンドグラスの基礎を学びながら、
看板かウェルカムボードを制作します。
大 人
受講料　８,０００円（４回分）
材料費１０,０００円～
※材料費は、デザイン・サイズで異なります。

● 講座名：２．ステンドグラスで作る看板 or ウェルカムボード【随時コース】

と き
内 容

対 象
定 員
参 加 費
締 切 日
そ の 他

６月２８日（日）、６月２９日（月）両日とも９時～正午　※１回講座
吹きガラスの技法で、お好みの色をつけて
蚊取線香立てを作ります。
小学５年生以上
１２名（先着順）
２,３００円（材料費・税込）
６月１７日（水）
作品は、当日お持ち帰りできません。

● 講座名：１．吹きガラスで蚊取り線香立てを作ろう

講 師
申 込 み
問 合 せ

わくわく体験館ガラス工芸講師　　　会　　場　 わくわく体験館
わくわく体験館へ、電話か窓口でお申込みください。
わくわく体験館　☎０５７４－６５－１５１５

１・２共通

電波のルールは必ず守りましょう

◆電波の利用には、原則、免許が必要です。
◆無線機器の使用には「技適マーク」の確認をしましょう。
◆外国規格の無線機器は国内では使用できません。
　 不明な点は下記の所までお問い合わせください。

【問い合わせ先】 総務省東海総合通信局

不法無線局の相談  ☎０５２-９７１-９１０７ テレビ等の受信障害の相談  ☎０５２-９７１-９６４８

６月１日～６月１０日は
電波利用環境保護周知啓発強化期間です

技適マーク
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今月の健康コラム

年齢を重ねるに従って体の筋肉は衰えてきます

が、弱るのは足腰だけでなく、唇や舌の筋肉も老

化していきます。

始まりのサインは「滑舌が悪くなった」「食べこ

ぼしをする」「わずかなむせがある」「かめない食品

が増えてきた」「口が渇く」です。これは、口腔機

能が低下している状態なのです。

４０～５０歳代でも半数近くが何らかの口腔機

能が低下しているようです。機能低下を放置して

いると、物が上手に食べられず、低栄養にもなり

かねません。また、身心の機能低下につながるこ

とも最近わかってきました。

七宗町では、後期高齢者歯科口腔健診を行いま

す。自己負担金は３００円です。

健診では、「歯および歯ぐきの状態」「噛む力」「飲

み込む力」などを検査します。

見出しの「パ」「タ」「カ」は、舌や口唇がうまく

使えているかの検査です。それぞれの音は、発音

される場所が異なります。「パ」は口唇の動き、「タ」

は舌の前方の動き、「カ」は舌の後方の動きで発音

されます。検査では、１０秒間で「パ、パ、パ、

･･･」「タ、タ、タ、･･･」「カ、カ、カ、･･･」とでき

るだけ早く言ってもらい、１秒間に何回言えたか

を換算します。昨年度の受診者の半分の方は、な

かなか言えなかったようです。

また、唾液がしっかり飲み込めているかという

検査もします。唾液がしっかり飲み込めないと誤

嚥性肺炎につながります。

口腔機能の低下は、ほんのささやかな症状であ

るため、見逃しやすく気づきにくい特徴がありま

す。健診を受けることで、自分の口腔機能の低下

がわかり、歯科医師から指導や情報提供が受けら

れます。

２月のがん検診等の申し込みで後期高齢者歯科

口腔健診の希望者には受診票を送ります。希望さ

れなかった方も健診は受けられますので、生きが

い健康センターまでご連絡ください。総入れ歯の

方も入れ歯の状態や口腔機能が検査できますので

ぜひ受けてください。家族の方が健診を勧めるの

もよいのではないでしょうか。

また、お口の健康づくり教室も行いますので、

お口の体操を一緒にやりませんか。

なめらかに「パ」「タ」「カ」を
　　　　　　　　　　　　　　　言えますか 健康相談

■乳幼児・成人健康相談

　６月１２日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　  生きがい健康センター

　６月１９日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　  神渕コミュニティーセンター

　乳幼児：身体測定、育児相談

　成　人：血圧測定、尿検査

　保健師、管理栄養士が相談に応じます。

■母子健康手帳交付

　予約制（所要時間１時間程度）

　生きがい健康センターまでご連絡ください。

 　（持ち物）①妊娠届出書

 ②マイナンバーを確認できる物

 　(個人番号カード または 通知カード)

 ③身分を証明できる物

 　(運転免許証 または 保険証等)

健　診

■乳幼児内科健康診査

　６月　９日(火)　生きがい健康センター

　　　　　　　　  受付時間は個別にお知らせします

 《対象者》

　４～５か月児：Ｒ　１.１２.１７～Ｒ　２.　１.２８生

　７～８か月児：Ｒ　１.　９.１７～Ｒ　１.１０.２８生

　１歳６か月児：Ｈ３０.１０.１７～Ｈ３０.１１.２８生

　３歳児　　　：Ｈ２９.　４.１７～Ｈ２９.　５.２８生

■幼児歯科健康診査・フッ化物塗布

　６月２３日(火)　生きがい健康センター

　　　　　　　　  受付時間は個別にお知らせします 

《対象者》

　１歳６か月児：Ｈ３０.　７.１７～Ｈ３０.１０.１６生

　２歳児　　　：Ｈ３０.　３.　４～Ｈ３０.　５.２６生

　２歳６か月児：Ｈ２９.　９.　３～Ｈ２９.１１.２６生

　３歳児　　　：Ｈ２９.　２.２８～Ｈ２９.　４.１６生

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から日程
を変更しましたので、ご注意ください。
◦乳幼児内科健康診査
　変更前 ５月２８日（木） ⇒ 変更後 ６月９日（火）
◦幼児歯科健康診査・フッ化物塗布
　変更前 ５月２６日（火） ⇒ 変更後 ６月２３日（火）
◦マタニティクラス②
　変更前 ５月２９日（金） ⇒ 変更後 中 止

◎ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

問
い
合
わ
せ

生きがい健康センター内
住民課  健康係　平田 裕子

  ☎   ４８－２０４６　 FAX  ４８－１３６０
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＊七宗町の人口＊
令和２年５月１日 現在

有
料
広
告

－－－－－－－ 予約するとお得なカードがもらえちゃう♪ －－－－－－－

こまめな手洗い  こまめなうがい
早寝早起き  体温測定  ほどよい運動
今こそ生活習慣を見直すとき！

こまめな手洗い  こまめなうがい
早寝早起き  体温測定  ほどよい運動
今こそ生活習慣を見直すとき！

お弁当のご予約はこちら！

気の引き締めどころ！

と一緒により良き七宗ライフを！

☎0574-46-1749

人　口　　3,681 人　　（－12）
　男　　　1,746 人　　（－ 6）
　女　　　1,935 人　　（－ 6）
世帯数　　1,442 世帯　（＋ 1）

内　訳
出　生　 1 人　　死　亡　 9 人
転　入　 7 人　　転　出　11 人
（外国人を含めた数となっています。）

6月の税・料
介護保険料　　　　　　 ３月分
後期高齢者医療保険料　 ３月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和２年3月2日

町県民税 １期分
国民健康保険税 ２期分
介護保険料 ６月分
後期高齢者医療保険料 ６月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和２年6月30日

相続登記はお済みですか？
いつでもできるということで後回しになりがちな

相続登記ですが、いつまでも放置しておいて、子や
孫に煩雑な手間と負担を掛けさせることは避けたい
ものです。相続登記はできるだけ早い時期に終わら
せておくことが重要です。

登記のことは当事務所に安心してお任せください。
出張相談も承ります。

　　 加茂郡七宗町神渕１４８９２番地１
司法書士・行政書士　堀部章比己事務所

TEL ０５７４－４６－１１５２

地区名 出生児 性 別 保護者
樫 原 村

む ら

井
い

　虹
に

心
こ

男 洋尚

出　生

地区名 死亡者 年 齢 親 族
樫 原 長谷川　光良 ８７歳 信幸
本 郷 上 井戸　かつみ ９０歳 靖子
樫 原 前嶋　　慶郡 ８７歳 佐合 昌治
樫 原 長谷川 ひとみ ６２歳 裕芝
杉 洞 堀部　　保枝 ９７歳 壽
上 大 橋 長尾　　廣通 ９０歳 宇一
下八日市 長尾　　ふき ８７歳 明憲

お悔やみ

春
大
根
　
は
じ
け
る
肌
を
　
す
り
お
ろ
す

平
　
岡
　
多
寿
子

静
寂
な
　
庭
の
一
角
　
紅
の
梅長

谷
川
　
美
登
里

黒
ず
み
し
　
銀
の
ブ
ロ
ー
チ
　
春
隣

各
　
務
　
明
　
子

お
と
な
し
き
　
猫
に
声
か
け
　
青
田
道

福
　
井
　
み
な
江

杖
と
な
る
　
苦
楽
を
受
く
る
　
春
作
や

後
　
藤
　
ひ
　
さ

梅
の
香
の
　
た
だ
よ
う
部
屋
に
　
児
の
寝
息

福
　
井
　
み
な
江

青
空
の
　
日
毎
狭
ま
り
　
柿
若
葉

福
　
井
　
保
　
子

人権相談 法律相談

期日 ６月４日（木） 期日 ６月４日（木）

時間 午後１時～午後４時 時間 午後１時～午後４時

会場 木の国七宗
コミュニティーセンター 会場 サンホーム七宗

無料相談
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予
算
関
係

・外国語指導業務委託
・神渕コミュニティーセンターエアコン

改修工事
※なお、令和２年度一般会計予算中、農林水産業費・農

業費・農業振興費・備品購入費の三年晩茶焙煎機等
購入費及び、教育費・社会教育費・社会教育総務費
の京都大学音楽部交響楽団演奏会の執行にあたっ
ては、充分な検討をされたいとの条件を付けました。

―――――――――――――――――――――――
令和元年度七宗町一般会計補正予算（第６号）
　一般会計
　歳入歳出４億２，８９６万７千円減額補正し、
　補正後の予算 31億2，482万6千円

歳入

町税 △１０５万６千円
地方消費税交付金 △２６３万４千円
県支出金 △５５２万８千円
寄附金 △１億８２６万９千円
繰入金 △３億１，３８８万円
諸収入 ２５１万円

歳出

総務管理費 △３億２，６１７万９千円
児童福祉費 △９８８万１千円
保健衛生費 △８４２万８千円
林業費 △８２０万３千円
道路橋梁費 △８２７万４千円
住宅費 △６４６万７千円
消防費 △４，３０１万７千円

―――――――――――――――――――――――
令和元年度七宗町国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）
　国民健康保険事業特別会計
　歳入歳出８７６万２千円減額補正し、
　補正後の予算 5億2，051万円

歳入
国民健康保険税 ３９５万２千円
県支出金 △１２５万３千円
繰入金 △１，２１１万円

歳出
保険給付費 △１９０万円
予備費 △６１３万２千円

―――――――――――――――――――――――
令和元年度七宗町介護保険事業
特別会計補正予算（第３号）
　介護保険事業特別会計
　歳入歳出１，０９１万１千円減額補正し、
　補正後の予算 ６億６，３９４万２千円

歳入
国庫支出金 △３６２万３千円
支払基金交付金 △４０１万円
県支出金 △２３４万円

歳出
保険給付費 △１，４８５万円
予備費 ５００万７千円

―――――――――――――――――――――――

専
決
処
分
を
求
め
る
も
の

一般会計
予算総額に変更はなく、以下の歳出補正
農林水産業費 ６６万２千円
教育費 ２６４万９千円
予備費 △３３１万１千円

―――――――――――――――――――――――

人
事
関
係

七宗町教育長の任命について

　早
は や の

野　　 稔
みのる

氏　（愛知県扶桑町）

―――――――――――――――――――――――

予
算
関
係

令和２年度七宗町予算　（　）内は対前年度比

一般会計 ３２億６，６００万円（5.5%減）
国民健康保険事業 ４億７，１００万円（5.4%減）
介護保険事業 ６億３，５００万円（0.8%減）
後期高齢者医療事業 ７，７００万円（13.2%増）
簡易水道事業 ２億４，５００万円（37.6%増）
下水道事業 １億６，５００万円（5.8%増）
神渕財産区 １９０万円（3.8%増）
上麻生財産区 ３２万円（65.2%減）
中麻生財産区 ５万５千円　（同 額）

―――――――――――――――――――――――
令和２年度主要事業

（総務課）・防災行政無線（同報系）デジタル化工事
・旧診療所解体工事
・土砂災害・洪水ハザードマップ作成委託
・バス車両購入
・国土強靱化地域計画策定業務委託

（企画課）・里山再生プロジェクト事業（特産品開発・
イベント）

（住民課）・戸籍情報システム及び戸籍附票システム
改修委託

・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計
画策定委託

・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児
福祉計画策定委託

（農林課）・地域森林管理士活用事業
・森林経営管理制度検討事業

（水道課）・生活基盤施設耐震化等事業（水道管布
設替工事等）

・公営企業法適用化業務委託
・低コスト型農業集落排水施設更新支援

事業業務委託
（土木建設課）・町道下市場葉津線舗装修繕工事

・寺前橋改良工事
・町道落合葛屋線災害防除工事

（教育課）・小中学校電子黒板等購入
・神渕小学校プールの更衣室・トイレ等

解体改修設計業務委託

発行／七宗町議会／議会報編集委員会　〒509-0492 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442-3　TEL0574-48-1489

令 和 ２ 年
議会だより 第 1 回 定例会

　定例会を３月４日（水）～１３日（金）開催、提出案件は、専決処分を求めるもの１件、人事
関係１件、予算関係１６件、条例関係８件、計画の変更１件、損害賠償関係１件、報告関係
１件について審議し、それぞれ原案のとおり同意・可決しました。
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予
算
関
係

令和元年度七宗町後期高齢者医療事業
特別会計補正予算（第２号）
　後期高齢者医療事業特別会計
　歳入歳出１６３万円増額補正し、
　補正後の予算 ７，２７９万４千円

歳入 後期高齢者医療保険料 １６３万円

歳出 後期高齢者医療広域連合納付金 １４０万９千円

―――――――――――――――――――――――
令和元年度七宗町簡易水道事業
特別会計補正予算（第３号）
　簡易水道事業特別会計
　歳入歳出９５４万２千円減額補正し、
　補正後の予算 １億７，４５１万６千円

歳入
国庫支出金 △２１９万６千円
繰入金 △６２７万９千円

歳出 維持管理費 △９９５万２千円

―――――――――――――――――――――――

予
算
関
係

令和元年度七宗町下水道事業
特別会計補正予算（第３号）
　下水道事業特別会計
　歳入歳出３５１万７千円減額補正し、
　補正後の予算 １億５，２２４万７千円

歳入 繰入金 △４０８万４千円

歳出 維持管理経費 △３４１万３千円

―――――――――――――――――――――――
令和元年度七宗町上麻生財産区
特別会計補正予算（第２号）
　上麻生財産区特別会計
　歳入歳出６１万６千円減額補正し、
　補正後の予算 ４２万５千円

歳入
財産収入 １０万２千円
繰入金 △７１万８千円

歳出 総務管理費 △６１万６千円

―――――――――――――――――――――――

△はマイナス表記です。

　条例関係　　　　　　

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について
　新年度から施行される会計年度任用職員制度等に関連して、１４の条例について一部を改正するもの。

七宗町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について
　公営住宅管理標準条例の改正及び町独自の家賃等の要件追加に伴い一部を改正するもの。

七宗町空家等の適正管理に関する条例の制定について
　増加傾向にある空家等を適正に管理できるように条例制定するもの。

七宗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
　地方税法の改正による賦課限度額と軽減判定所得の引き上げ等について改正するもの。

七宗町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
　「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に表現を変えるなどの一部を改正するもの。

七宗町歯と口腔の健康づくり推進条例の一部を改正する条例の制定について
　県条例の改正に伴い、町及び町民の役割を明示するなど一部を改正するもの。

七宗町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について
　給水装置工事事業者の指定手数料について改正するもの。

七宗町農業集落排水等処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
　町へ管理移管する個別排水処理施設（合併処理浄化槽）の追加によるもの。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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議 会 の 動 き

２ 月
　５日～６日　県外研修（徳島県上勝町）
１２日　全国過疎地域自立促進同盟理事会
　　　　（東京都）
１４日　可茂町村議会議長会及び正副議長
　　　　研修会（白川町）
１８日　国民健康保険運営協議会（木の国七宗 CC）

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

２０日　議員全員協議会
２１日　第３回区長会（木の国七宗 CC）
２６日　介護保険等運営協議会
２８日　議会運営委員会
　　　　中濃地域農業共済事務組合議会定例会
　　　　（関市）

３ 月
　３日　一部事務組合議会定例会
　　　　（美濃加茂市）
　４日～１３日　３月定例会
　４日　総務建設常任委員会
　５日　総務建設常任委員会
　６日　総務建設常任委員会、教育民生常任
　　　　委員会

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

　９日　総務建設常任委員会、教育民生常任
　　　　委員会
１３日　議会運営委員会
　　　　議員全員協議会
１８日　議員全員協議会
２６日　岐阜県町村議会議長第４回評議員会
　　　　（岐阜市）

４ 月
　１日　年度始め式
　　　　転入教職員宣誓式
　３日　第１回区長会 
　６日　正副常任委員長会議
　９日　議員全員協議会 

—
—

—
—

—
—

—
—

１２日　神渕神社例大祭
１５日　チャレンジデー実行委員会
２１日　議員全員協議会
２７日　議会報編集委員会
３０日　議員全員協議会

　計画の変更　　　　　　　　　　　

七宗町過疎地域自立促進計画の変更について
　事業区分の変更等について議会の議決を求めるもの。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　損害賠償関係　　　　　　　　　　

和解及び損害賠償の額を定めることについて
　町営バス事故に伴う、相手方の自動車修理等に対する損害賠償額を定めることについて議会の議決を求
めるもの。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　報告関係　　　　　　　　　　　

事故報告書について
　令和元年度中に町職員が起こした公用車の事故について報告するもの。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　議員発議　　　　　　　　　　　　

歯科口腔保健の充実と保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書について
　国に対して、歯科健診の充実、歯科口腔保健の充実とともに、安全性・有効性が確立している歯科医療技
術・材料に対する保険適用の拡大、窓口負担割合の引き下げ、歯科診療報酬の引き上げによって、全ての国
民がお金の心配なく良質な歯科医療を受けられるよう、保険でより良い歯科医療を実現する施策を進めるよ
う強く要望する内容。
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一 般 質 問  （３月定例会）

問1 県道（可児～金山線、富加～七宗線）の
改良工事について

加 納 福 明 議員
　主要地方道可児金山線において、今後の工区の工事予定はどのようになっているの
ですか。また、完成予定はいつ頃ですか。また、主要地方道富加七宗線においては、
約５年前に上大橋地区で１箇所の部広め工事後、全然進展がないように見受けられま
すが、今後の予定について伺います。

問2 子育て支援について 加 納 福 明 議員

　七宗町は今年度、子育て支援に力を入れていくと言われましたが、残すところあと
１ヶ月を切り、何にどのような力を入れて行われたのか、具体的な事業計画、実績、
成果を報告願います。

答 土木建設課長　山 田 俊 也

　主要地方道可児・金山線改良工事につきましては、現在、飯高地区第１工区の橋梁
上部工工事が施工されており、令和２年度の完成に向け工事されています。橋梁完成
後には右岸側の法面工事、橋梁前後の道路取り付け工事、現在暫定で通行しておりま
す仮設橋梁の撤去等工事を予定しており、令和３年度完成目標に鋭意に取り組んでい
ただいています。
　第１工区完成後は、雨量規制区間であります追洞地区の第２工区に着手していただ
く予定であり、現在、第２工区エリアの平面測量業務を実施していただいており、そ
れをもとにルートが決定されていく予定です。その後に、公共事業計画委員会での新
規事業計画の審議結果を受けて事業着手となりますが、現在の試算ですと令和１６年
頃の完成が予定されています。事業主体である岐阜県においては、道路整備方針の重
点目標である雨量規制区間解消の認識から、積極的な事業促進にご尽力をいただいて
います。
　主要地方道富加七宗線については、可児金山線の雨量規制区間解消に向けて事業促進
をしている中、２路線同時のバイパス事業着手は財政的に困難であると聞いています。
　本年度、円滑な交通確保のために間見・牛ケ洞間において、待避場設置の設計業務
が現在行われており、早期に工事着手していただけるようお願いしていきたいと考え
ています。
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一 般 質 問

問 神渕地域に商業施設（店舗）について
上 野 治 美 議員

　七宗町でも人口減少により商売を営んでいた店舗が廃業されて、住民の方々も遠方まで
買い物に出かけなくてはなりません。ふるさと納税で、全国から多額のご寄附をいただい
た一部を活用して、人通りの多い神渕コミュニティーセンターの道沿いに、野菜や鮮魚コー
ナー、集いの場所で軽食でも楽しめるような小規模の店舗ができないか伺います。

答 企画課長　石 黒 義 仁
　七宗町では、日常品を購入できる店舗が少なく、その中でも食料品を販売する店舗
がなくなってきており、現在、社会福祉協議会の買い物支援バス、かぶちマートや個
人で移動販売を行っていただいています。
　町として、直接店舗を出すことは難しいと考えていますが、平成３０年度より七宗
町創業支援事業補助金交付制度、移動販売事業用車両購入費等補助金交付制度や雇用
促進奨励金交付制度を制定し、商工業の活性化を推進すべく、現在あるふるさと納税
を活用させていただきながら支援を進めています。

答 教育課長　山 田 直 光
　今年度、新たに拡充した子育て支援事業の内容及び実績については、乳幼児医療助
成として助成対象者が中学生までであったものを高校生まで拡充し、実績としては２
月末現在で総額７９３万５, ６０８円支給しています。
　チャイルドシート購入費補助事業については、チャイルドシートの購入に対し出生
児１人につき上限３万円を支給する制度を創設し、２月末現在で１６人に４２万９千
円を支給しました。
　育児給付金については、第１子１０万円、第２子２０万円、第３子以降３０万円であっ
たところ、第４子以降に５０万円を支給するよう拡充しましたが、今のところ拡充し
た第４子以降の支給該当者はなく、総額としては２月末現在で１１人に２２０万円を
支給しています。
　小中学校入学祝金支給事業として、町内に住む小中学校へ入学する児童生徒に対し、
入学祝金を一人当たり３万円支給する制度を創設したところ、令和元年度は小学生１３
名、中学生２０名に総額９９万円を支給しました。
　以上、子育て世代の経済的な負担を軽減することを目的として、新たな助成を行っ
てきました。子育て世代に経済的な応援を行うことにより、七宗町に住み続けていた
だき、人口の流出の抑制にもつながっていくものと考えています。
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（３月定例会）

答 町長　井 戸 敬 二

　現在、今年度において、公共施設個別施設計画の基本方針を策定中であり、来年度
には、公共施設個別施設計画の施設ごとの計画を作成していく予算を計上しています。
　乳幼児、保育園といった子育て支援施設の拡充が必要だと考えており、提案説明で
も話したように、新年度において旧診療所を解体し、その跡地に子育て支援施設の整
備等を検討しています。また、小中学校の施設計画については、その個別施設計画の
中で進めていきたいと考えています。

答 町長　井 戸 敬 二

　子育て支援施設や保育園、学校施設について、公共施設の個別施設計画を作成する
中で検討していきたいと考えています。
　また、９月の議会において加納福明議員の旧診療所についての質問に対しては、取
り壊しを行い、福井德一議員の質問に対しては、子育て支援の活動施設の建設に向け
検討していきたいと答弁させていただきました。そういう流れの中で、施設の建設を
含めた整備等の検討を行っていく予定です。特に、子育て支援施設については、教育
課や住民課を中心として、全庁的に取り組んでいかなければならないと考えています。
　いずれにしても、今後、公共施設の整備等については、町民の皆さん、また議会の
皆さんの意見を聞きながら進めていきたいと思います。

再質問
　子育て支援施策や保育園、特に学校施設においては長い年月議論を交えてきて、来
年度も子育て支援を更に充実させると表明もされています。今年が公共施設の個別ご
との長寿命化計画の最終年でもあるので、今こそこのプロジェクトチームを立ち上げ、
取り組むべきと考えますが、今一度取り組みを伺います。

問1
公共施設の個別ごとの長寿命化計画の現状と
今後について

福 井 德 一 議員
　平成２９年９月議会において、七宗町体育館の改修計画とその付属施設について質問をし、
それに対して緊急性のあるものはその都度予算計上しながらも、平成３２年度までに全公共
施設の個別施設計画を作成し、その計画に基づいて優先順位を付けながら進めていくと答弁
をされましたが、乳幼児、保育園、小中学校の施設計画の現状と今後の方針を伺います。
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一 般 質 問

答 住民課長　林　　稔

　今回の新型コロナウイルス感染症の対策は、「七宗町新型インフルエンザ等対策行動
計画」に基づいて行い、感染症の流行状態によって対応を決めています。
　今の段階での町の対応は、「町民への情報提供」「相談窓口の設置」「国県等との情報
共有」「予防・まん延措置」でありますが、「町民への情報提供」及び「相談窓口の設置」
については、ホームページへの掲載や区長回覧及び広報無線により、町民に対し手洗
いや咳エチケット、人込みへの外出を控えるなどの予防策の徹底を啓発するとともに
相談窓口の情報を周知しています。
　「国県等との情報共有」については、各担当課は毎日国、県から情報の提供を受けて
おり、「予防・まん延措置」については、町民への注意喚起のほか、町職員には、産業
医からの助言及び衛生管理者からの指導の下、各施設への消毒液の設置、マスクの着
用及び注意喚起の表示など予防策強化の啓発を行っています。
　また、対策会議を開き町主催のイベントや行事等の開催を延期または中止を決定し、
各種団体等には活動の自粛の要請を行っており、今後も、行動計画に基づき流行状況
の変化に適切な対応を行い、感染症拡大の防止に努めていきます。

問2 感染症対策について 福 井 德 一 議員

　新型コロナウイルスの感染が各国に広がり、日本においても水際での感染予防対策
ができず、国内で感染が広がりつつある報道がされています。日々感染が拡大し収束
の兆しが見えないこの状況下、本町においてもいたずらに地域の方々に不安をあおる
のではなく、注意喚起や初期の対応策が必要かと思います。
　町内は道の駅や石の博物館のように、不特定多数の人々が多く出入りする施設もあ
ります。平成２６年９月に改定された「七宗町新型インフルエンザ等対策行動計画」
がありますが、現在はどのような対策が取られているか伺います。

問1 公文書の管理等について
加 納 忠 良 議員

　国においては、桜を見る会で参加者に関わる名簿が省庁において保存期間が統一されて
いないことや、内閣府の首相に関わる文書が破棄されるなど問題となっており、現在公文
書の原本を電子データとすることを検討されています。
　本町において選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会等の会議における議事録につい
て、どのような方法で議事の記録を文書化し、保存についてはどのような方法であります
か。また、公文書の管理について、規則等で規定されているのか伺います。
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答 総務課長　福 井　　仁
　全員協議会の議事録については、七宗町公文書規程の適用を受ける文書であり、保存期
間は、規程の中にありますように５年を超えて保存の必要があると認められる書類に該当
すると思われるので、10年保存に該当すると思います。
　ボイスレコーダーについては、単なる議事録作成のための１つの手段でしかないと思わ
れるので、保存期間は関係ないと考えています。

答 総務課長　福 井　　仁
　ボイスレコーダーについては、当町におきましてはボイスレコーダーは先ほども言
いましたが１つの手段として行っており、それを文書化し、簿冊管理ということでやっ
ています。その議事録は、議事録を作成する中で当然議事録署名者が確認をした中で
作成しているので、その後であれば、当然ボイスレコーダーはあくまでも手段という
位置づけですので、中身につきましては削除も可能であると考えています。
　あくまでも簿冊管理でやっているので、それが主であるので、ボイスレコーダーに

再質問
　七宗町議会の全員協議会の議事録については、七宗町公文書規程の適用を受ける文書で
あるのか伺います。適用を受ける公文書であれば、保存期間について何年ですか。また、
ボイスレコーダーの保存期間の考え方について伺います。

再々質問
　ボイスレコーダーについては、単なる議事録作成のための１つの手段でしかなく、保存
期間は関係ないと考えると答弁をされました。議事録が正確であるのかを確認する場合、
現在はボイスレコーダー等であります。他町村では、議会の全員協議会のボイスレコーダー
等について、半永久的にパソコンに保存しているとのことです。
　議事録を確認する場合、ボイスレコーダーの保存について、七宗町は今後どう検討され
ますか。議長が公文書を庁舎外へ持ち出したことは公文書の管理において許されることな
のか伺います。

答 総務課長　福 井　　仁

　各委員会等の会議における議事録については、議事録が必要なものは、それぞれの担当者
がボイスレコーダーなどを利用して、それを基に文書化し、議事録署名者等に確認を行い、
決済を受けて保存しています。保存につきましては簿冊により行い、１年保存から永久保存
としています。なお、公文書の管理については、七宗町公文書規程を基準として行っています。
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一 般 質 問

答 農林課長　塚 本　　誠

　平成３１年４月２２日付けで、樫原区より土砂流出が甚大であり、善処していただくよ
う要望書が提出され、可茂農林事務所に相談、並びに現地を確認していただき、県単事業
での治山工事で対応していきたいとの回答があったので、工事を進めていけるよう樫原区
や山林所有者の方々に協力を得ながら進めているところです。現在は、工事工法など決め
るため再度現地に入るところまで進めているが、早期に着工できるよう、議員各位におか
れてもご協力をお願いしたいと思っています。
　また、山林所有者に対する行政指導については、山林所有者は平成１６年に伐採届出を
提出され、森林法に基づいた手続きがなされており、今後も必要に応じ県と連絡を密にし
安全を確保していきたいと考えています。

再質問
　平成３０年、３１年と思われますが、町外の山林所有者の作業道の一部が崩壊した
ために、新たに作業道を付け替え、排水施設を作られたことを地元の方に聞いています。
こうした作業は、森林法に基づいた手続きがされているか伺います。
　この事件の本質は、町外の山林所有者の作業道の一部が崩壊したことにより土砂が
流出し、樫原地区の区民の所有する土地に土砂が推積したことから始まっており、そ
の所有者が、こうした原因をまず解決することが先決であると考えるが如何ですか。

問2
川並樫原地内の山林所有者の行った作業における
今後の対応等について 加 納 忠 良 議員

　昨年、川並樫原地内の町外の山林所有者が、山林の作業道や排水路等の作業をされ、
作業で発生した土砂は所有する土地に置き、その後、降雨によってその土砂等が下流
に流失し、一般県道中野方七宗線付近に流れ出ました。
　現在、土砂の一部は、樫原地区の住民の方が所有する土地等に堆積しており、この
まま放置しますと今後の豪雨等により、下流の人家や県道に土砂が流出し、人命・財
産に被害を及ぼすことが想定され、樫原区長や地元防災関係者が、所管である農林課
に何度も出向いて相談をされています。
　町として、町外の山林所有者に対する行政指導と今後の対策について、どのように
考えているのか伺います。

ついては、現在のところあくまでも手段という位置づけにしています。
　議長が持ち出した件については、それは私の方では確認していないので、今のとこ
ろ返答はしかねますが、内容はどういうことかはまた後日、議会の方に確認され、質
問いただければと思います。
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答 総務課長　福 井　　仁

　防災ヘリコプターの緊急離着陸場は、神渕小中学校運動場、上麻生小学校運動場、上

再々質問
　町管理の林道や作業道ではありません。山林所有者の責任の中で復旧をする、これが
行政の基本でないかと考えます。町外の山林所有者の責任ある行動が見えません。こう
したことを行政指導としてとるべきであると考えますが如何ですか。

答 農林課長　塚 本　　誠

　崩壊したことに対する原因は自然災害であるとの共通認識で進めているので、協力
をお願いしたい。

問1 防災ヘリ発着場について
中 島 寛 直 議員

　防災ヘリ発着指定場所は旧川並小学校跡地、神渕コミュニティーセンターの２箇所で
ありますが、川並は異常気象の災害時通行規制がかかり、町道は現在、（細尾地区）落
石で通行止めで、災害時孤立状態で救急車両等の往来ができないことになります。
　神渕コミュニティーセンターも災害時避難場所に指定してあり、駐車場が使えない状態
になり得ると考えますが、災害時を想定し使用できる状態にすべきではないでしょうか。
　また、災害時に緊急物資が搬入されますが、町は物資を上麻生地区、神渕地区と２箇
所に（通行規制のために分散）一時保管する場所が必要と考えますが、確保されている
か伺います。

答 農林課長　塚 本　　誠

　森林法に基づいた手続きは、今回の豪雨による進入路の修繕について開発行為とは
みなされていないため、県当局にも確認をし手続きは不要と判断しています。併せて、
平成３０年豪雨については、想定を超す雨量であったため、自然災害であるとの共通
認識により県当局と共に復旧にあたっていきたく、地元及び議員各位におかれてもご
協力をお願いしたい。
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一 般 質 問

麻生中学校運動場、町民運動場、神渕コミュニティーセンター駐車場、平の旧川並小学
校跡地の６箇所であります。緊急時には、状況に応じ適切な場所からの搬送を予定して
います。
　平の離着陸場においては、町道の通行止めは、現在、早期復旧に向けて作業を行って
おり、国道については、今後、上麻生防災事業により整備されるため通行規制が解消さ
れていくと考えます。また、神渕コミュニティーセンターについては、避難所開設でヘ
リポートが利用できない場合には、神渕小中学校運動場を利用することも考えられるの
で、いずれにしても災害等が起これば消防、警察と連携し、状況に応じて一番安全で確
実な方法で対応していきます。
　また、災害時の支援物資、緊急物資については、県が第１次緊急輸送道路として一般
国道を位置付けているので、国道４１号線に隣接している道の駅ロック・ガーデンひち
そうの駐車場が当町の地域内輸送拠点となっていて、そこから各避難所へ支援物資の運
搬を行う予定にしています。
　このように、支援物資を保管する場所は１箇所であるが、上麻生地区には木の国七宗
コミュニティーセンターに、神渕地区におきましては神渕コミュニティーセンターに、
それぞれ防災備蓄倉庫を設置しており、今年度、簡易ベッドやトイレなどを新たに配備し、
避難所の環境整備を行いました。今後も、継続的に行っていく予定です。

問2 上麻生防災について 中 島 寛 直 議員

　国道４１号の上麻生防災が事業化され、事業の大部分がトンネル工事と認識しており、
事業を促進するにはトンネル工事の掘削作業で出る残土処理が大きな課題になると思う
が、どのように考えているか伺います。

答 土木建設課長　山 田 俊 也
　飛水峡街道・上麻生防災事業につきましては、平成３０年度に事業化され国土交通
省・中部地方整備局・岐阜国道事務所において鋭意に事業促進をしていただいています。
本年度は、２億円の予算配分がされ道路調査設計業務や、一部事業地の調査等が行わ
れています。
　残土処理については、事業区間に３本のトンネルがあり、相当量の建設発生土が見込
まれ、うち、町内の２本のトンネル掘削に伴い発生する建設発生土だけでも約１０万
立米程度が想定され、当地域の地理的状況等から計画された道路構造を鑑みると、事
業地内利用は限られることから、場外への搬出が必要不可欠であると認識しています。
　建設発生土の処理に当たっては、事業者である国において公共事業などへの有効利
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（３月定例会）

用を図ることとされており、候補地の選定に当たっては、コスト面なども考慮し最終
的に事業者にて処理先を決定することとなりますが、当町に対しても受け入れ候補地
の照会があるところです。
　当町としても、円滑な事業促進に当たって、このような状況を踏まえ候補地の選定
を検討しており、候補地としては町内の道路状況やコスト面などを考慮し、事業箇所
に近い候補地の選定が適当と考えていますが、当地域は急峻な山林と飛騨川、川沿い
のわずかな平地の集落地から形成されており、数箇所に分けて処分するような事も視
野に入れ候補地の選定を行っています。候補地の選定については、地域に精通された
議員の皆様にも情報提供や地元の調整等もお願いしたいと考えています。

答 住民課長　林　　稔

　オンデマンドバスの運行については、自主運行バスという位置づけ上、簡単に町独
自の運行方法に変更するということは難しいと考えます。高齢者及び障がい者移送サー
ビスについては、町が陸運支局に登録して運行し、福祉バス及び買い物支援バスにつ
いては、社会福祉協議会により行われており、いずれも多くの人に利用されています。
　使い勝手の良い移送サービスについては、町が事業を行うにはいろいろな規制等が
あるため、容易に行うことができませんが、全国では、ＮＰＯ法人や社会福祉法人な
ど、自主的に組織した団体による地域助け合い型の移送サービスが広がりをみせてお
り、ある地域では構造改革特別区域制度を利用し、住民自らが主体となって移送サー
ビス事業等を行い、活動しているところもあります。
　町としては、高齢者などの買い物弱者や子どもたちの移動支援を行えるような民間
の組織づくりや、その後の運営方法等について、地域からの要望があれば支援してい
きたいと考えています。

問 移送サービスの支援充実について
大 鋸 利 光 議員

　現在、町にあっては移送サービスの支援が程よく運用され、利用者にとっては大変ありが
たいと喜ばれています。また、買い物支援バス、オンデマンドバス、サンホーム七宗巡回福
祉バス等も子どもたちの通学や高齢者・独居者の足となり大変貢献していただいています。
　しかしながら、バス停までがしんどい、予約受付が面倒、寄り道ができない等、もう少
し緩めの運営ができないかの声もあります。もう少し使い勝手の良い施策を検討できない
か伺います。
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七宗町教育委員会だより第 518 号

子どもの数

就任の挨拶

新緑が映える頃となりましたが、皆様にはお健やかにお過ごしのこととお喜

び申し上げます。

この度、教育長としてお世話になります 早野  稔（はやのみのる）と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。私事、今から１３年前に七宗町教育委

員会で３年間勤務させていただき、教師としての力量に幅を持たせていただい

た思い出の地に、再び勤務できることを嬉しく思います。

しかし、着任早々ではありますが、新型コロナウイルス感染症対策にて、町

内小・中学校、保育園、学校型児童クラブの臨時休業や閉園、閉所により多く

の子ども達や保護者様、その他関係の皆様に大変な思いやご苦労をおかけしていることにつきまして

深くお詫び申し上げます。七宗町の全ての子ども達に笑顔を届けようと就任いたしましたが、心苦し

い思いでおります。今回のことは世界や日本全体で取り組む課題かも知れませんが、「私は、七宗町の

子ども達一人ひとりの目線に立ち、一人ひとりの心に寄り添うような手立てを講じたい！」と考えます。

例えば、小学校へ入学した新１年生の不安を解消するための家庭訪問での声かけを工夫したり、主

体的な学びにつながる課題を提案したりして子ども達を支えていきたいと思います。保育園や学校を

中心として、総力を挙げ取り組みたいと考えますので、ご理解やご協力の程、よろしくお願いします。

生涯学習やスポーツの振興、文化活動の伝承や青少年の健全育成など、諸先輩方が築いてこられた

取り組みや伝統文化を継承し、新たな目線で更なる発展に寄与できるよう微力ではありますが頑張り

たいと思います。皆様方からの一助を賜りますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症で揺れ動く時節柄、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。

令和２年４月１日現在の七宗町の子どもの数をお知らせします。

現在、小中学校が休校となっています。学校が再開した際には、子ども達を温かい目で見守ってく

ださいますようお願いいたします。

R2.4／1現在
神渕地区 上麻生地区 計男 女 小　計 男 女 小　計

未
就
学
児

１歳児 4 4 8 4 4 8 16
２歳児 3 1 4 2 5 7 11
３歳児 1 2 3 3 6 9 12
４歳児 4 5 9 8 1 9 18
５歳児 4 4 8 7 4 11 19
６歳児 6 4 10 7 1 8 18
小　計 22 20 42 31 21 52 188

小
学
生

１年生 2 4 6 6 6 12 18
２年生 1 4 5 4 3 7 12
３年生 6 5 11 4 7 11 22
４年生 10 6 16 10 3 13 29
５年生 0 2 2 3 6 9 11
６年生 6 4 10 1 13 14 24
小　計 25 25 50 28 38 66 116

中
学
生

１年生 8 5 13 6 8 14 27
２年生 7 7 14 3 3 6 20
３年生 8 3 11 8 12 20 31
小　計 23 15 38 17 23 40 78
合　計 70 60 130 76 82 158 288

※小中学生は町内の学校に通う児童・生徒数のみ
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◉図書室に新刊がはいりました◉
木の国七宗コミュニティーセンターおよび神渕コミュニティーセンターの図書室に多くの新刊がは

いりました。お家で過ごす方法のひとつに読書はいかがでしょうか。この機会に多くの本に触れ、知

識を深めてみましょう。

　 木の国七宗コミュニティーセンター図書室

　 神渕コミュニティーセンター図書室

氷 菓
米澤  穂信 著 
【角川文庫】

世界一美味しい
手抜きごはん

はらぺこグリズリー 著
【KADOKAWA】

椅子に座ってできるシニアの
1･2分間筋トレ体操55

斉藤  道雄 著
【黎明書房】

しばわんこの和のこころ３
ひとりでよめたよ！幼年文学

川浦  良枝 著
【白泉社】

超ビジュアル！
戦国武将大事典

【西東社】

まなの本棚
芦田  愛菜 著

【小学館】

カレーライス
小西  英子 著
【福音館書店】

おすすめブックガイド２００
大阪国際児童文学

振興財団 編

図書室からのお知らせ

お詫び

広報ひちそう４月号掲載のしゃ

くなげ第５１７号にて、第１保育

園入園式の写真を掲載いたしまし

たが、年少入園者の写真が掲載さ

れておりませんでしたので、今月

号にて掲載いたします。あわせて、

入園者、保護者の皆様にお詫びい

たします。第１保育園
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5
月 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
等
行
事
予
定
表

令和
２年

月日 曜 木の国七宗コミュニティーセンター 神渕コミュニティーセンター 町体育館・町民運動場

5/21 木

新型コロナウイルス感染拡大予防のため臨時休館
※今後の動向によっては延長されることがあります。

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

6/1 月 休館日 休館日 休館日

2 火 健康ダンス 14:00～ スポーツウエルネス吹矢 19:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

学びのとびら  Ler's enjoy 英会話 14:00～ ＥＮＳ倶楽部 20:00～

学びのとびら
小学生でもめざせ！英検５級合格

17:30～

中学生で英語を得意科目に 18:40～

3 水 猟友会 8:30～

学びのとびら  リラックスヨガ 19:00～

4 木 学びのとびら  ワンコインランチ 10:00～ 墨の友木曜会 18:40～

ダンベル＆エアロビ同好会 10:00～

人権相談 13:00～

学びのとびら  七宗音頭
（ゆかしき七宗）を踊りましょう

13:30～

青少年育成町民会議指導員会 19:30～

5 金 真向法体操七宗サークル 14:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

6 土

7 日 ジュニアリーダー定例会 19:00～

8 月 休館日 休館日 休館日

9 火 はつらつ貯筋教室 9:00～ 給食サービス 9:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

健康ダンス 14:00～ ＥＮＳ倶楽部 20:00～

学びのとびら  Ler's enjoy 英会話 14:00～

学びのとびら
小学生でもめざせ！英検５級合格

17:30～

中学生で英語を得意科目に 18:40～

10 水 民生児童委員協議会 9:00～ 給食サービス 9:00～

スポ少剣道 18:45～

学びのとびら  リラックスヨガ 19:00～

11 木 ダンベル＆エアロビ同好会 10:00～ 学びのとびら  癒しのハーバリウム 13:30～

墨の友木曜会 18:40～

12 金 真向法体操七宗サークル 14:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

13 土 学びのとびら  気功教室 13:30～

14 日 墨の友日曜会 9:15～

15 月 休館日 休館日 休館日

16 火 昭和歌謡合唱 9:00～ スポーツウエルネス吹矢 19:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

学びのとびら  Ler's enjoy 英会話 14:00～ ＥＮＳ倶楽部 20:00～

健康ダンス 14:00～

学びのとびら
小学生でもめざせ！英検５級合格

17:30～

中学生で英語を得意科目に 18:40～

17 水 学びのとびら  リラックスヨガ 19:00～

18 木 ダンベル＆エアロビ同好会 10:00～ 墨の友木曜会 18:40～

学びのとびら  七宗音頭
（ゆかしき七宗）を踊りましょう

13:30～

19 金 真向法体操七宗サークル 14:30～ 健康相談 9:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

20 土 チャレンジクラブ 9:00～ チャレンジクラブ 9:00～

学びのとびら  気功教室 13:30～

※５月８日受付分まで

29 p広報 令和 2 年 5月号



住民課栄養士がおすすめする
～心身の疲れを癒すレシピ～

令
和

2
年

5
月

20
日

発
行

N
o.566

5
月

号

レバーや人参は、ビタミンAやビタミンB１を豊富に含み、これらの成分は目の疲れを緩和させる効果が期待できます。

鶏レバーの南蛮漬け

④ 流水で洗い水気をよく切った①に塩こしょうを両面にふり、
片栗粉をまぶす。

⑤ 中火で熱したフライパンにサラダ油をしき、④を入れて、５～
６分中火で揚げ焼きにする。

⑥ ②に③と⑤を加え１０分ほど味をなじませたら器に盛り付ける。

① 鶏レバーは、５㎜幅に切り、ボウルにレバーと牛乳を入
れてラップをし、冷蔵庫に入れ、２０分ほど漬ける。

② ボウルに漬けダレの調味料を入れて混ぜ合わせ、ラップ
をし、５００ｗの電子レンジで１分加熱し粗熱をとる。

③ 玉ねぎは薄切り、人参とピーマンは細切りにする。

・鶏レバー ２００ｇ
・牛乳（臭み取り用） ２００ｍｌ
・黒こしょう（下処理） 少々
・塩 少々
・片栗粉 大さじ２
・玉ねぎ ５０ｇ
・人参 ５０ｇ
・ピーマン １個

【漬けダレ】
・しょうゆ 大さじ２
・砂糖 大さじ２
・みりん 大さじ３
・酢 大さじ３
・サラダ油 大さじ４

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■材料（２人分）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■作 り 方

４月生まれ

加藤  一
い っ し ん

心さん

（ Ｈ３１．４．１５生　　保護者  太 一 ）

　一心のおかげで

僕たちも成長しています。

　その笑顔で

　　　 まわりの人たちを

　明るく照らす人に

　　なってくださいね。
寺 洞

┃┃４月
で、１歳になりました

┃ ┃

七宗町では、広報ひちそう及び七宗町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。
ご自身の会社やお店のＰＲなどに、ぜひご利用ください。

【 問い合わせ 】 七宗町役場　企画課　  井上　昇　  ☎４８－２２９１（直通）

広報ひちそう・七宗町ホームページに有料広告を掲載しませんか？

概 要［ 広報ひちそう ］

▼ 規　　格　１枠＝縦６０mm× 横８０mm

▼ ２色刷り

▼ 掲載位置　町の指定

▼ 料　　金　町内事業者  １ヶ月１,５００円
　　　　　　町外事業者  １ヶ月３,０００円

概 要［ 七宗町ホームページ ］

▼ 規　　格　１枠＝縦５３ピクセル× 横１７０ピクセル

▼ 掲載位置　町の指定

▼ 料　　金　町内事業者  １ヶ月２,５００円

　　　　　　町外事業者  １ヶ月５,０００円

上段：１人分の栄養価（下段：50 ～ 69 歳  身体活動レベル「普通」の男性１日の栄養必要量）

エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄 ビタミンＣ 塩　分
289Kcal 20.0g 11.2g 503mg 9.5mg 35mg 1.2g

（2,450kcal） （50g） （54 ～ 69g） （700mg） （7mg） （85mg） ★ 7.5g 未満

★成人女性の塩分は、1 日 6.5g
未満。高血圧の方は、6g 未
満が目標です。
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